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【 請 求 項 １ 】
患 者 の 体 内 の 組 織 を 治 療 す る た め の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
エ ネ ル ギ ー 供 給 源 と 、
前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 源 に 接 続 さ れ た １ 以 上 の プ ロ ー ブ で あ っ て 、 前 記 各 プ ロ ー ブ が 、 非 導  
電 性 の 外 周 部 分 を 有 す る 遠 位 領 域 、 及 び 近 位 領 域 を 有 す る 細 長 い 部 材 と 、 電 気 的 及 び 高 周  
波 エ ネ ル ギ ー の う ち の 一 方 を 前 記 患 者 の 身 体 に 送 達 す る た め に 前 記 非 導 電 性 の 外 周 部 分 か  
ら 遠 位 方 向 に 延 出 し 、 か つ 導 電 性 の 外 周 面 を 有 す る 導 電 性 エ ネ ル ギ ー 送 達 デ バ イ ス と を 含  
む 、 該 １ 以 上 の プ ロ ー ブ と 、
前 記 １ 以 上 の プ ロ ー ブ に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ 、 １ 以 上 の プ ロ セ ッ サ 及 び １ 以 上 の メ モ リ デ  
バ イ ス を 含 む 制 御 装 置 で あ っ て 、 前 記 １ 以 上 の メ モ リ デ バ イ ス は 、 前 記 １ 以 上 の プ ロ セ ッ  
サ に よ っ て 実 行 さ れ た と き に 前 記 １ 以 上 の プ ロ セ ッ サ に 所 定 の 処 理 を 実 行 さ せ る コ ン ピ ュ  
ー タ 可 読 命 令 を 格 納 す る よ う に 構 成 さ れ た 、 該 制 御 装 置 と 、 を 備 え 、
前 記 所 定 の 処 理 は 、
前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 源 に 接 続 さ れ た 前 記 プ ロ ー ブ の 数 を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
検 出 さ れ た 前 記 プ ロ ー ブ の 数 に 基 づ い て 、 前 記 各 プ ロ ー ブ に 対 し て 前 記 所 定 の 供 給 電 力 量  
の 一 部 を 割 り 当 て る ス テ ッ プ と 、
割 り 当 て ら れ た 電 力 に 基 づ い て 前 記 プ ロ ー ブ を 制 御 す る こ と に よ っ て 前 記 組 織 を 治 療 す る  
ス テ ッ プ と 、 を 含 む 、
こ と を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ に 記 載 の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
検 出 さ れ た 前 記 プ ロ ー ブ の 数 に 基 づ い て 、 前 記 各 プ ロ ー ブ に 対 し て 前 記 所 定 の 供 給 電 力 量  
の 一 部 を 割 り 当 て る 前 記 ス テ ッ プ は 、
前 記 各 プ ロ ー ブ に 対 し て 前 記 所 定 の 供 給 電 力 量 を 均 等 に 割 り 当 て る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む  
こ と を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
割 り 当 て ら れ た 電 力 に 基 づ い て 前 記 プ ロ ー ブ を 制 御 す る こ と に よ っ て 前 記 組 織 を 治 療 す る  
前 記 ス テ ッ プ は 、 １ 以 上 の 前 記 プ ロ ー ブ に よ る 治 療 処 置 を サ イ ク ル す る ス テ ッ プ を さ ら に  
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含 み 、
１ 以 上 の 前 記 プ ロ ー ブ に よ る 治 療 処 置 を サ イ ク ル す る 前 記 ス テ ッ プ は 、 前 記 エ ネ ル ギ ー 供  
給 源 か ら 前 記 各 プ ロ ー ブ に エ ネ ル ギ ー を 順 次 に 送 達 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む こ と を 特 徴  
と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 ３ に 記 載 の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
１ 以 上 の 前 記 プ ロ ー ブ に よ る 治 療 処 置 を サ イ ク ル す る と き に 、 所 定 の 閾 値 を 超 え る 利 用 可  
能 な 電 力 を 有 し て い な い プ ロ ー ブ よ る 治 療 処 置 の サ イ ク ル を 省 略 す る こ と を 特 徴 と す る シ  
ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 １ な い し ４ に 記 載 の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
割 り 当 て ら れ た 電 力 に 基 づ い て 前 記 プ ロ ー ブ を 制 御 す る こ と に よ っ て 前 記 組 織 を 治 療 す る  
前 記 ス テ ッ プ は 、
前 記 各 プ ロ ー ブ に よ る 個 々 の 治 療 処 置 を 、 そ れ 以 外 の プ ロ ー ブ の 利 用 可 能 な 電 力 に 影 響 を  
与 え る こ と な く 、 独 立 し て 開 始 ま た は 停 止 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る シ  
ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 １ な い し ５ に 記 載 の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
割 り 当 て ら れ た 電 力 に 基 づ い て 前 記 プ ロ ー ブ を 制 御 す る こ と に よ っ て 前 記 組 織 を 治 療 す る  
前 記 ス テ ッ プ は 、
前 記 各 プ ロ ー ブ に 供 給 す る 電 力 を 、 前 記 プ ロ ー ブ の 温 度 の 関 数 と し て 制 御 す る ス テ ッ プ を  
さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ な い し ６ に 記 載 の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
前 記 プ ロ ー ブ の 数 が 、 １ つ の プ ロ ー ブ な い し ４ つ の プ ロ ー ブ を 含 む こ と を 特 徴 と す る シ ス  
テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 １ な い し ７ に 記 載 の ア ブ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム で あ っ て 、
前 記 エ ネ ル ギ ー 供 給 源 は 、 ジ ェ ネ レ ー タ を 含 み 、
前 記 ジ ェ ネ レ ー タ の 前 記 所 定 の 供 給 電 力 量 は 、 少 な く と も ８ ０ ワ ッ ト で あ る こ と を 特 徴 と  
す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
患 者 の 身 体 の 組 織 を 処 置 す る た め の 制 御 装 置 で あ っ て 、
１ 以 上 の プ ロ ー ブ に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ 、 １ 以 上 の プ ロ セ ッ サ 及 び １ 以 上 の メ モ リ デ バ イ  
ス を 含 み 、
前 記 １ 以 上 の メ モ リ デ バ イ ス は 、 前 記 １ 以 上 の プ ロ セ ッ サ に よ っ て 実 行 さ れ た と き に 前 記  
１ 以 上 の プ ロ セ ッ サ に 所 定 の 処 理 を 実 行 さ せ る コ ン ピ ュ ー タ 可 読 命 令 を 格 納 す る よ う に 構  
成 さ れ 、 前 記 所 定 の 処 理 は 、
エ ネ ル ギ ー 供 給 源 に 接 続 さ れ た 前 記 プ ロ ー ブ の 数 を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
検 出 さ れ た 前 記 プ ロ ー ブ の 数 に 基 づ い て 、 前 記 各 プ ロ ー ブ に 対 し て 前 記 所 定 の 供 給 電 力 量  
の 一 部 を 割 り 当 て る ス テ ッ プ と 、 を 含 む 、
こ と を 特 徴 と す る 制 御 装 置 。
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